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	労働悩みごと相談会
	in庄内
	出張開催
	労働委員会の委員
	労働問題に詳しい
	が親身にアドバイス！

	日(木)
	11:00
	16:00
	酒田勤労者福祉センター
	労働相談会を毎月開催しています
	労働問題について 経験豊かな 労働委員会の委員が 相談に応じます。


	R8年度

	県の行政機関です
	　労働組合や個々の労働者と使用者との間の紛争を公正・中立な立場で、迅速、円満に解決するための県の行政機関です。 　労使間のトラブル解決に向けてお手伝いいたします。
	公共の利益を代表する公益委員５名（弁護士、大学教授など）
	労働者を代表する労働者委員５名（労働組合の役員など）
	使用者を代表する使用者委員５名（会社の役員など）


	公労使の三者（計15名）で構成されています


